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 国⽴がん研究センターがん対策情報センターでは、「がんになったら⼿にとるガイ
ド」、「わたしの療養⼿帳」、「もしも、がんが再発したら」などの書籍を発⾏して
います。本冊⼦と合わせてご活⽤ください。

 ⻘森県がん療養冊⼦（地域の療養情報）は、がんと診断された患者さんが活⽤でき
る⾝近な相談窓⼝や、経済的・社会的な制度、患者サロン、お住いの地域で⽀え合い
の場などが掲載されています。



引用：国立がん研究センター　がん情報サービス作成　がんの冊子
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　下の図は、がんの「受診」から「経過観察」への流れです。大まかでも、流れが見えると心に
ゆとりが生まれます。
　ゆとりは、医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。あなたらしく過ごすた
めにお役立てください。そして、どのタイミングでも遠慮なく相談してください。
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県内の相談窓口一覧 が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
｜

地域 医療機関名 窓口名称 受付時間 電話番号

青森 
地域

青森県立中央病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
8:30～16:30 017-726-8435（直通）

青森市民病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
8:30～17:00

017-734-2171（代表） 
内線：9222

津軽 
地域

弘前大学医学部附属病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
8:30～17:00 0172-39-5174（直通）

黒石国民健康保険 
黒石病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 

8:15～17:00
0172-52-2121（代表） 
内線：701

八戸 
地域

八戸市立市民病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
8:15～17:00 0178-72-5148（直通）

青森労災病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
8:15～17:00

0178-331551（代表） 
内線：2354

上十三 
地域

十和田市立中央病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
9:00～17:00

0176-23-5121（代表） 
内線：2066

三沢市立三沢病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
9:00～17:00 0176-51-1375（直通）

下北 
地域 むつ総合病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 

8:15～17:00
0175-22-2111（代表） 
内線：3351

西北五 
地域 つがる総合病院 がん相談窓口 月～金曜日（祝日除く） 

9:00～16:00 0173-35-3111（代表）

他にも相談窓口を設置している医療機関があります。各施設にお問い合わせください。 

その他の相談先
平日10～15時 

（土日祝日、年末年始を
除く）

0570-02-3410 
03-6706-7797

毎日（祝日を除く） 
10：00～13：00 
15：00～18：00

03-35417830

相談料は無料ですが、通話料金はご負担いただきます。

がん相談ホットライン

③

33-1551（代表）

03-3541-7830

③

つがる総合病院 がん相談窓口 月～金曜日（祝日除く） 
9:00～17：00

0173-35-3111（代表）西北五 
地域

上十三 
地域

十和田市立中央病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
9:00～17：00

0176-23-5121（代表） 
内線：2066

0176-52-1375（直通）
月～金曜日（祝日除く） 
9:00～17：00

がん相談支援センター三沢市立三沢病院

下北 
地域

むつ総合病院 がん相談支援センター 月～金曜日（祝日除く） 
8:15～17：00

0175-22-2111（代表） 
内線：3351

③

黒石市国民健康保険



令和２年４月現在

　「がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療病院」とは全国どこでも質の高いがん医療が受けられる
ように、厚生労働省が指定した医療機関で、青森県内では5病院が指定を受けています。さらに、「地域
がん診療連携推進病院」として５病院が指定を受けています。がん診療連携拠点病院は、患者さんに手
術・抗がん剤治療・放射線治療・緩和ケアの専門的ながん診療を行うほか、地域の医療機関への診療支
援、患者さんやご家族への相談支援など、地域におけるがん診療の拠点としての役割を担っています。

〈国指定〉
 ■都道府県がん診療連携拠点病院
青森県立中央病院
 ■地域がん診療連携拠点病院
弘前大学医学部附属病院
八戸市立市民病院
 ■地域がん診療病院
むつ総合病院
十和田市立中央病院

〈県指定〉
 ■がん診療連携推進病院
青森市民病院
青森労災病院
三沢市立三沢病院
黒石病院
つがる総合病院

黒石病院
青森労災病院

つがる総合病院

三沢市立三沢病院

むつ総合病院
十和田市立中央病院

④

　「がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療病院」とは全国でこでも質の高いがん医療が受けられるように 
厚生労働省が指定した医療機関で、青森県内では５病院が指定を受けています。さらに、「地域がん診療連携
推進病院」として５病院が指定を受けています。がん診療連携拠点病院は、患者さんに手術・抗がん剤治療・
放射線治療・緩和ケアの専門的ながん診療を行うほか、地域の医療機関への診療支援、患者さんやご家族への
相談支援など、地域におけるがん診療の拠点としての役割を担っています。



がん診療連携拠点病院 

地域がん診療連携推進病院 
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がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院

 青森県立中央病院 〒030-8553 
青森市東造道2丁目1-1 017-726-8111（代表）

 弘前大学医学部附属病院 〒036-8563　 
弘前市大字本町５３ 0172-33-5111（代表）

 八戸市立市民病院 〒031-8555 
八戸市大字田向3丁目1-1 0178-72-5111（代表）

 むつ総合病院 〒035-8601 
むつ市小川町1丁目2-8 0175-22-2111（代表）

 十和田市立中央病院 〒034-0093 
十和田市西十二番町14-8 0176-23-5121（代表）

がん診療連携推進病院

青森市民病院 〒030-0821 
青森市勝田1丁目14-20 017-734-2171（代表）

青森労災病院 〒031-8551 
八戸市大字白銀町南ヶ丘１ 0178-33-1551（代表）

黒石市国民健康保険 
黒石病院

〒036-0541 
黒石市北美町1丁目70 0172-52-2121（代表）

三沢市立三沢病院 〒033-0022 
三沢市三沢字堀口164-65 0176-53-2161（代表）

つがる西北五広域連合 
つがる総合病院

〒037-0074 
五所川原市岩木町12-3 0173-35-3111（代表）

青森県の花 
「りんごの花」

黒石市国民健康保険 
黒石病院

青森労災病院

つがる西北五広域連合 
つがる総合病院

三沢市立三沢病院

〒036-0541 
黒石市北美町1丁目70

〒031-8551 
八戸市大字白銀町南ヶ丘1

〒037-0074 
五所川原市岩木町12-3

〒033-0022 
三沢市三沢字堀口164-65

0172-52-2121（代表）

0178-33-1551（代表）

0173-35-3111（代表）

0176-53-2161（代表）
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まず担当医の診断と治療⽅針

あらかじめまとめておいた、聞きたいことや⾃分の希望を伝えましょう。

セカンドオピニオンを受けたら、担当医に必ず報告し、今後の⽅針について 
相談しましょう。
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治療している間に、⾷欲がなくなった、あるいは痛みが強くなったりすることがあるかもしれません。

 がんと診断されたとき、ひどく落ち込む、不安になった及び眠れなくなることがあるかもしれません。

緩和ケアについては、いつでも担当医、看護師またはがん相談⽀援センターへお気軽にご相談ください。
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つらさと支障の寒暖計

②  その気持ちのつらさのため
にどの程度、日常生活に支障が
ありましたか㧫

①  この1 週間の気持ちのつら
さを平均して、数字に○をつけ
て下さい。

最㜞につらい

中くらいにつらい

つらさはない

最㜞に支障がある

中くらいに支障がある

支障はない
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　医療機関や薬局の窓口で払った医療費が、ひと月（月の初めから終わりまで）で自己負担限度
額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。払い戻しまでに３ヶ月程度かかります。
※支給申請方法については、加入している医療保険または各医療機関の相談窓口にお問い合わせください。 
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 医療機関や薬局の窓⼝で払った医療費が、ひと⽉（⽉の初めから終わりまで）で⾃⼰負担限度 
額を超えた場合に、その超えた⾦額を⽀給する制度です。払い戻しまでに３ヶ⽉程度かかります。
※⽀給申請⽅法については、加⼊している医療保険または各医療機関の相談窓⼝へお問い合わせください。 
※⼊院時の⾷事負担や差額ベッド代は含みません。
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初診日から１年６ヶ月を経過しなくても障害認定日になる例 
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金額を超えた場合、医療費を控除受けることができます。⾦額を超えた場合、医療費の控除を受けることができます。
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ます。＊以下「ご家族のためのがん患者さんとご家族をつなぐ在宅療養ガイド」より抜粋

 在宅療養中の患者さんと家族を⽀える在宅⽀援チームは多様なメンバーで構成されています。 
 各職種がそれぞれの専⾨性を発揮すると同時に連携し、その⼈らしい穏やかで⾃然な最期を迎え 
られるようサポートします。
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⑰

福祉⽤具についてのさまざまな相談に対応します。

される側にとって負担の少ない体位交換や移

患者さんや家族

介護員が正式名称です。

意見をとりまとめて、医療者と主にやりとりする人のこと）を決める。

ようにする。

介護員が正式名称です。

介護する側・される側にとって負担の少ない体位交換や移
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⑱

介護保険の指定を受けた施設に⼊所し、施設内で⼊浴や⾷事 
排泄等の介護や機能訓練などを受けることができます。

訪問介護、訪問⼊浴、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護 
（デイサービス）通所リハビリ（デイケア） 
短所⼊所⽣活介護・療養介護（ショートステイ） 
福祉⽤具（⾞いす、介護⽤ベッドなど）レンタル、ポータブル 
トイレなどの購⼊、住宅改修など

＜介護保険で受けられるサービスの例＞



青森県立中央病院 ハローワーク青森
毎週水曜日 
（祝日を除く） 
１３：３０～１５：３０ 
予約制

院内・院外 
問わず 017-726-8435

八戸市立市民病院 ハローワーク八戸
毎週水曜日 
（祝日を除く） 
１３：３０～１５：３０ 
予約制

院内・院外 
問わず 0178-72-5148

弘前大学医学部 
附属病院 ハローワーク弘前

毎週水曜日 
（祝日を除く） 
１３：３０～１５：３０ 
予約制

院内・院外 
問わず 0172-39-5174

令和2年4月現在

がん医療の進歩により、治療をしながら仕事を続けることが、特別なことではなくなっています。 

　平成28年度に厚生労働省は、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を 
　定めるなど、国をあげて治療と仕事を両立するための仕組みづくりを進めています。

がんの治療をしながら「働くこと（治療と仕事の両立）」もできます。 
たとえ退職したとしても就職を目指すことができます。

治療 仕事

。

⑲
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令和２年4月現在

（がんも含めた様々な疾病や障害に関して対応）
　医療ソーシャルワーカー（両立支援コーディネーターが患者（勤労者）だけではなく、事業者、人事労務担
当者、事業場の産業医、保健師、産業保健スタッフなどからのご相談に応じ、支援をおこなっていきます。

医療機関名 受付、問い合わせ先

青森労災病院
治療就労両立支援部 
☎0178-33-1551 
受付時間　8：15～12：15（土日・祝日を除く）

青森県立中央病院 
（青森県産業保健総合支援センター

による出張相談）

がん相談支援センター 
☎017-726-8435 
要予約　  13：30～15：30毎週水曜日（土日・祝日を除く）

　
治
療
を
し
な
が
ら
働
く

17：00
（内線：2293）

（両立支援コーディネーター）が患者

8：15～17：00

⑳



就労に関する情報（インターネット） 
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治療と仕事が気になるかた（労働者、雇用者問わず）必見！！



③

交流の場
　がんを治療し、療養生活を送る人を支える人や仕組みはたくさんあります。看護師やソーシャルワーカー、 
患者会などには、治療前から少しずつ相談に乗ってもらうとよいでしょう。 
　同じ病気や症状、障がいなど、何らかの共通する患者体験を持つ人や家族が集まり、お互いの悩みや不安を 
共有、情報交換をすることで、気持ちが軽くなる、および療養生活を今より快適に過ごせる知恵を得られる 
ことがあります。こうした支え合いの場として、県内各地域で行われているがん患者・家族サロン、がん患者・ 
家族会について紹介いたします。 
　ひとりで抱え込まないで、話しやすいと感じる人への相談から始めてみましょう。あなたはひとりではない 
ということに気づくことが、生きる力につながります。

がん患者・家族サロン
　がんサロンとは、患者さんやご家族など、同じ立場または、同じ経験をした人が、がんのことなど気軽に語り 
合える場です。ここでは、がんサロンを行っている医療機関について掲載しています。掲載されている病院以外にも 
対応している病院がありますので気軽にお問い合わせください。

青森県でがんサロンを行っている医療機関一覧（青森県がん情報サービスより）令和２年４月現在
施設名 
住　所 開 催 日 対 象 者 お問合せ先 

電話番号
青森県立中央病院 
がんサロン陽だまり 
青森市東造道2-1-1

毎月第4土曜日 
（12月を除く）

がんを体験された方 
（他院で治療された方でも可）

がん相談支援センター 
017-726-8435

弘前大学医学部附属病院 
がん患者・家族サロン 
弘前市本町53番地

詳しい日程等に関しては 
がんサロンだより、 
またはホームページを 
ご確認ください

患者さん,ご家族,地域の皆様 
（他院で治療された方でも可）

がん相談支援センター 
0172-39-7174

八戸市立市民病院 
なないろの会 
タオル帽子の会 
八戸市田向3-1-1

詳しい日程等に関しては 
ホームページ,また電話にて 

ご確認ください
患者さん,ご家族,地域の皆様 
（他院で治療された方でも可）

がん相談支援センター 
0178-72-5148

十和田市立中央病院 
がんサロン 
十和田市西十二番町14-8

毎月第1水曜日 
14:00～16：00

がんを体験された方,ご家族. 
その他がんに関わりのある方 
どなたでも参加可能

がん相談支援センター 
0176-23-5121

三沢市立三沢病院 
がんサロン 
三沢市三沢字堀口164-65

5.8.11.2月開催
がんを体験された方,ご家族. 
その他がんに関わりのある方 
どなたでも参加可能

がん相談支援センター 
0176-51-1375

青森市民病院 
がんサロン 
青森市勝田1-14-20

1.3.5.7.9.11月開催 がんを体験された方 
ご家族

がん相談支援センター 
017-734-2171（代）

むつ総合病院 
がんサロン 
むつ市小川町2-2-8

毎月第4金曜日 
13:30～16:00

当院で入院・通院している 
がん患者さんとご家族

がん相談支援センター 
0175-22-2111（代）

国立病院機構弘前病院 
がんサロン 
弘前市富野町1番地

毎月第4金曜日 
14:00～16:00

がんを体験された方 
ご家族

弘前病院がん相談支援室 
0172-32-4311

交 
流 
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場 
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交流の場

がん患者・家族サロン

0172-39-5174

㉒

 がんを治療し、療養⽣活を送る⼈を⽀える⼈や仕組みがたくさんあります。看護師やソーシャルワーカー、
患者会などには、治療前から少しずつ相談に乗ってもらうとよいでしょう。 
 同じ病気や症状、障がいなど、何らかの共通する患者体験を持つ⼈や家族が集まり、お互いの悩みや不安を
共有、情報交換することで、気持ちが軽くなる、および療養⽣活を今より快適に過ごせる知恵を得られること
があります。こうした⽀え合いの場として、県内各地域で⾏われているがん患者・家族サロン、がん患者・家
族会について紹介いたします。 
 ひとりで抱え込まないで、⾃分が話しやすいと感じる⼈への相談から始めましょう。 

 あなたはひとりではないということに気づくことが、⽣きる⼒につながります。 

 がん患者・家族サロン 
 がんサロンとは、患者さんやご家族など、同じ⽴場または、同じ経験をした⼈が、がんのことなど気軽に語
り合える場です。ここでは、がんサロンを⾏っている医療機関について掲載しています。掲載されている病院
以外にも対応している病院がありますので気軽にお問い合わせください。



　同じ経験を持つ患者さんの話を聞くことで、気持ちが軽くなったり、療養生活を快適に送れる知恵を
得られることがあります。患者会は当事者の視点で話を聞いてもらえる患者同士の支え合いの場であ
り、自分の体験がほかの患者さんを支援する力になることもあります。 
　学習会や交流会など様々な活動を行っています。参加方法などは、各団体へお問い合わせください。

青森県のがん患者団体一覧（青森県がん情報サービスより） 令和2年4月現在
団　体　名 主な患者対象疾患 事務局所在地：連絡先 入会対象者

青森県よろこびの会 部位は問わない 青森市:017-741-2336 
青森県総合健診センター内（事務局） 本人

くつろぎサロン 部位は問わない 十和田市：0176-23-5121 
（十和田市立中央病院） 本人・家族・友人

ほほえみネットワーク 乳がん 弘前市:0172-26-1002(FAX) 本人・家族・賛同者
青森喉友会 咽頭がん 八戸市:0178-44-2181 本人・家族
日本オストミー協会 
青森県支部 大腸がん、膀胱がん 青森市:017-754-3634 本人・家族

血液疾患と歩む 
患者・家族の会 
まろまろ

血液のがん 青森市:017-726-8141 
（青森県立中央病院） 本人・家族

スマイルあっぷるの会 乳がん 青森市:090-5188-8358 本人・家族・賛同者

オレンジサロン 部位は問わない 青森市:017-762-5500 
（あおもり協立病院） 本人・家族

がん患者会「ならは」 部位は問わない むつ市：E-mail 
naraha2013@gmail.com 本人・家族・賛同者

乳がんピアサポート 
BECあおもり 入会者は募っていない 乳がんについて、当団体が企画・開催する学習会等への 

参加を募集。

青森癌患者傾聴の会 
「光り輝くサロン」 部位は問わない 青森市:080-3339-7946 本人・家族

八戸緩和ケアを考える会 ー 八戸市:0178-33-1682 会の目的に賛同する人 
団体等

絵美の会 部位は問わない 弘前市:080-3146-4230 本人・家族

ろくつがるの会 部位は問わない 五所川原市:0173-35-7264 本人・家族

茶話会 face 主に乳がん 青森市:017-739-1331 本人

がんピアサポート　ルナ 部位は問わない 弘前市:E-mail 
peerroomluna@gmail.com 本人・家族

The Bright Future 若年性がん
20～39歳でがんを発症または体験された方で、かつ北日本
（北海道、東北）地方にお住まいの方 
north.juvenile.cancer.survivor@gmail.com

弘前がん哲学外来メディ
カルカフェ「ひととき」 部位は問わない 弘前市:0172-32-3971 本人、家族、友人 

遺族、他

「光輝くサロン」

若年性がん 
部位は問わない

39歳までにがんに罹患された方で、かつ北日本（北海道、東北） 
地方にお住まいの方（または北日本地方での交流会に参加できる方）

青森県のがん患者団体一覧

*青森県がん情報サービスを参照

㉓

north.juvenile.cancer.survivor@gmail.com

 同じ経験を持つ患者さんの話を聞くことで、気持ちが軽くなった、あるいは、療養⽣活を快適に送れる
アイディア等を得られることがあります。患者会は当事者の視点で話を聞いてもらえる患者同⼠の⽀え合
いの場であり、⾃分の体験が他の患者さんを⽀援する⼒になることもあります。 

 学習会や交流会など様々な活動を⾏っています。参加⽅法などは、各団体へお問い合わせください。

⻘森県のがん患者団体⼀覧
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ん。
例えば、値が５上昇したからといって、５だけがんが進行したわけではありません。

ば、
体重や顔色さえも広い意味ではがんのマーカーであるともいえるのです。
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平成二十八年十二月十六日 
青森県条例第六十九号 

青森県がん対策推進条例 
目次 
前文 
第一章　総則(第一条―第七条) 
第二章　受動喫煙の防止(第八条―第十条) 
第三章　がん対策に関する基本的施策(第十一条―第十四条) 
第四章　基本的施策に係る報告及びがん対策の推進に係る議会の役割(第十五条・第十六条) 
第五章　推進体制の整備等(第十七条―第十九条) 

附則 
がんは、高齢者のみならず、子ども、女性、働き盛りの誰もが罹患する可能性がある病気であり、県民の健康寿命の延伸のために

は、がんによる死亡率の減少が最重要課題となっており、生活習慣の改善等によるがんの予防、がんの早期発見・早期治療のための
取組のほか、がん診療体制の充実強化に取り組んできたところである。 
しかし、依然として、がんは県民の健康に対する脅威となっており、県民、市町村、国民健康保険組合等医療保険者、医師等医療

関係者、事業者との連携の下、総合的かつ計画的ながん対策を強力に進め、がん対策を加速化する必要がある。 
ここに、がんの克服を県政の重要課題と位置付け、県を挙げてがん対策を推進するため、この条例を制定する。 

第一章　総則 

(目的) 
第一条　この条例は、がん対策の推進について、基本理念を定め、並びに県、医療保険者、県民、医師等及び事業者の責務を明らか

にするとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推
進し、もって、県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 

(基本理念) 
第二条　がん対策の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 
一　がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を促進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る
技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。 

二　がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくがん医療(がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第二条第二号に規定す
るがん医療をいう。以下同じ。)を受けることができるようにすること。 

三　がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分に尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体
制の整備がなされること。 

(県の責務) 
第三条　県は、前条に定めるがん対策の推進についての基本理念にのっとり、がん対策の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策

定し、及びこれを実施するものとする。 
(医療保険者の責務) 
第四条　医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、県が講ずるがんの予

防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。 
(県民の責務) 
第五条　県民は、喫煙、受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。以下同

じ。)、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必
要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。 

 (医師等の責務) 
第六条　医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者は、県が実施するがん対策の推進に関する施策に協力し、がんの予防

に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、がん医療を行うよう努めなければならない。 
(事業者の責務) 
第七条　事業者は、県が実施するがん対策の推進に関する施策に協力し、労働者に対するがん検診の受診の勧奨その他の労働者の健

康の保持増進の措置を講ずるよう努めなければならない。 
2　事業者は、労働者又はその家族ががんに罹患した場合には、がんに罹患した労働者が治療を受け、若しくは療養し、又は労
働者ががんに罹患した家族を看護し、若しくは介護することができるよう就労環境の整備に努めなければならない。 
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第二章　受動喫煙の防止 

(喫煙をする際の配慮義務等) 
第八条　県民は、喫煙(健康増進法第二十五条の四第二号に規定する喫煙をいう。)をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周

囲の状況に特に配慮しなければならない。 
2　保護者は、その監督保護に係る二十歳未満の者に対し、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう特に配慮しなけ
ればならない。 

 (多数の者が利用する施設における受動喫煙防止のための配慮) 
第九条　健康増進法第二十五条の五に規定する学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、

飲食店その他の多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下同じ。)を管理する者(以下「多数の者が利用する施設の管理者」と
いう。)は、当該施設を利用する者の受動喫煙を防止するため、当該施設の構造、利用者の状況等に応じて、禁煙、喫煙所の設
置その他の受動喫煙防止対策を講ずるよう特に配慮しなければならない。 
2　多数の者が利用する施設の管理者は、喫煙所を設置しようとするときは、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよ
う特に配慮しなければならない。 

 (事業場における受動喫煙防止のための配慮) 
第十条　事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じて、禁

煙、喫煙所の設置その他の受動喫煙防止対策を講ずるよう特に配慮しなければならない。 

第三章　がん対策に関する基本的施策 

(がんの予防及び早期発見の推進) 
第十一条　県は、次に掲げるがんの予防及び早期発見の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 
一　喫煙、受動喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響についての県民の関心と理解を深めるため
の学習の機会の提供、広報活動の充実その他のがんの予防の推進のために必要な施策 

二　がん検診の方法等の検討、がん検診の評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診
の質の向上を図るために必要な施策 

三　がん検診に関する広報活動の充実その他のがん検診の受診率向上を図るために必要な施策 
四　事業者が行う労働者に対するがん検診の受診の勧奨、医師、看護師又は保健師による保健指導その他の労働者の健康の保持増
進の措置を講ずるために必要な情報の提供、助言その他の支援に係る施策 

五　学校その他の教育機関において、児童及び生徒ががんに関する正しい知識並びに生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に
ついて理解と関心を深めるために必要な施策 

 (がん医療の均てん化の促進等) 
第十二条　県は、次に掲げるがん医療の均てん化の促進等のために必要な施策を講ずるものとする。 
一　手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、看護師その他の医療従事者の育
成を図るために必要な施策 

二　専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策 
三　国立研究開発法人国立がん研究センター、前号に規定する専門的ながん医療の提供等を行う医療機関その他の医療機関等の間
の連携協力体制を整備するために必要な施策 

四　がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすること、居宅においてがん患者に
対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活の質の維持向上に関する
研修の機会を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策 

五　がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策並びにがん患者及びその家族に対する相談支援
等を支援するために必要な施策 

六　がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策 
 (研究の推進等) 
第十三条　県は、次に掲げるがん研究の推進等のために必要な施策を講ずるものとする。 
一　がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下
に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるために必要な施策 

二　がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実
に行われ、並びにがん医療に係る標準的な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策 

 (受動喫煙防止対策の支援) 
第十四条　県は、次に掲げる受動喫煙を防止するために必要な施策を講ずるものとする。 
一　多数の者が利用する施設の管理者が当該施設を利用する者の受動喫煙を防止するための措置を講ずるために必要な情報の提
供、助言その他の支援に係る施策 

　二　事業者が室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するための措置を講ずるために必要な情報の提供、助言 
　　その他の支援に係る施策
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第四章　基本的施策に係る報告及びがん対策の推進に係る議会の役割 

(基本的施策に係る報告) 
第十五条　知事は、毎年度、議会に、第十一条から前条までに掲げる施策のうち主なものに関する報告を提出しなければならない。 
2　前項の規定による報告の提出は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第五項の規定による主要な施策の成果を 
  説明する書類の提出をもってこれに代えることができる。 
 (政策立案及び政策提言) 
第十六条　議会は、次に掲げる場合は、がん対策について、議案の提出、決議等を通じて、積極的に政策立案及び知事に対する政策 
            提言を行うものとする。 
一　前条第一項の規定による報告の提出(同条第二項の規定による書類の提出を含む。)があった場合において、必要がある認めるとき。 
二　前号に掲げる場合のほか、がん対策を総合的かつ計画的に推進するため必要があると認めるとき。 

第五章　推進体制の整備等 

(推進体制の整備) 
第十七条　県は、県、市町村及び県民等が意見を交換し、及び相互に連携して、がん対策を推進するための体制を整備するものとする。 
 (市町村への支援) 
第十八条　県は、市町村ががん対策の推進に係る施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。 
 (財政上の措置) 
第十九条　県は、がん対策の推進に係る施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 
附　則 
この条例は、公布の日から施行する。 

附　則(平成三一年条例第五八号) 
この条例は、公布の日から施行する。 
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